
1 防火戸や防火シャッター付近に閉鎖支障になる物を置かない。

2 防火戸や防火シャッター付近に可燃物を置かない。

防火戸、防火シャッターは閉まりますか？

防火設備（防火戸、防火シャッター等）は、火災発生時の延焼防止や煙の拡散防止を目的
として設けるもので、大きな空間や階段を防火区画する場所等の開口部に設けられます。

ただ、防火設備の維持管理を適切に行わないと火災発生時に有効に機能せず、延焼拡大や
煙の拡散により避難に支障を来すことが考えられますので、維持管理が大切になります。

具体的には、普段から下記のことに注意して下さい。

お問い合わせはお近くの消防署にお願いします。

金沢市消防局 予防課 泉本町7丁目9番地2
中央消防署 予防係 泉本町7丁目9番地2
駅西消防署 予防係 駅西本町1丁目11番29号
金石消防署 予防係 金石東1丁目3番3号

TEL  280-2065
TEL  280-5041
TEL  280-6094
TEL  280-7037

建物の所有者、管理者等の皆様は、定期的に防火設備

の自主チェックを行い、もしもの時に備えて建物利用者

の安全を守るように日頃から心がけましょう！


